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帯

枕

問

題

第
宜
十
七
血
管

五

第
yそZ

競

F、

増

税

問

題

汐

見

郎

第

昭
和
十
九
年
度
の
増
税

支
那
事
授
が
始
士
宮
て
以
来
、
毎
年
例
外
た
〈
増
税
を
繰
り
か
へ
し
、
特
に
大
東
亜
戦
争
勃
没
後
は
共
の
金
額
を
増
し
で
ゐ
る
。

昭
和
十
六
年
に
七
億
八
千
二
百
高
園
〔
建
築
穂
、
酒
酷
、
清
涼
飲
料
品
担
、
砂
糠
消
費
税
、
物
品
柏
、
選
興
品
肌
食
拐
、
題
行
秘
、
入
場
拐
、
骨
牌
曲
、

印
続
税
で
六
億
=
一
千
王
官
寓
岡
、
事
費
局
籍
企
ぜ
一
億
四
千
六
百
寓
岡
)
、
昭
和
十
七
年
に
十
一
億
五
千
五
百
高
園
(
所
得
積
、
法
人
種
、
抑
繍
曲
、

馬
券
極
、
臨
時
利
得
酷
、
特
別
法
人
紙
、
印
紙
秘
、
読
錐
枕
)
、
昭
和
十
八
年
に
十
五
億
九
千

織
物
消
費
抵
、
物
品
艦
、
電
気
五
斯
枕
、
庚
骨
積
、

寓
圃
(
栖
積
、
情
掠
飲
料
軸
、
砂
糖
消
費
紙
、
物
品
枕
、
遊
興
飲
食
祉
、
入
場
枕
、
特
別
行
錯
柏
、
臨
時
利
得
班
、
骨
牌
積
刊
九
十
一
億
回
千
五
百
寓
問
、

専
賓
局
往
生
で
四
億
四
千
四
百
寓
閏
)

と
加
速
度
的
に
大
幅
D
増
税
を
行
引
い
今
日
に
至
っ
て
ゐ
る
。
殊
に
昭
和
十
八
年
に
入
っ
て
か
ら
は

第
八
十
一
同
白
遇
常
議
舎
の
外
に
第
入
十
二
岡
、
、
第
八
十
三
岡
の
臨
時
議
舎
を
開
昔
、

一
般
合
計
に
於
て
本
諜
算
の
約
四
割
の
遁
加

預
算
を
計
上
し
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
に
於
て
二
百
七
十
億
困
の
逗
加
珠
算
E
計
上
し
て
ゐ
る
。
昭
和
十
九
年
に
於
て
は
財
政
膨
脹

白
勢
は
一
居
埼
加
白
傾
向
K
あ
る
。
思
ふ
に
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
課
算
の
膨
脹
は
一
般
合
計
よ
り
の
線
入
金
の
増
加
を
件
ム
ペ
〈

更
に
一
般
合
計
は
共
れ
自
身
と
し
て
も
公
債
費
、
生
産
力
増
強
費
、
食
糧
確
保
に
閲
す
る
経
費
、
恩
給
年
金
費
等
に
於
て
相
官
白
膨

-

脹
か
」
来
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
昭
和
十
九
年
に
相
営
大
幅
の
増
税
が
行
は
れ
る
と
と
は
既
定
。
事
貨
で
あ
っ
て
、
問
題
は
そ
の
具
樫

案
拘
何
に
か
か
っ
て
、
ゐ
る
。



第

増

税

の

輪

廓

昭
和
十
九
年
度
白
増
税
を
論
中
る
に
営
つ
で
は
先
づ
第
一

ιそ
の
前
年
度
た
る
昭
和
卜
八
年
度
白
我
国
租
税
収
入
額
が
幾
何
陀
上

っ
て
ゐ
る
か
を
萌
か
に
せ
ね
ぽ
た
ら
ね
。
租
税
は
闘
税
と
地
方
税
と
の
二
つ
よ
り
た
っ
て
ゐ
る
か
ら
阿
者
に

b
た
り
我
闘
民
の
租
税

負
強
を
算
定
し
た
い
。

園
税
の
大
部
分
は
↑
般
合
計
歳
入
経
常
部
白
租
税
に
計
上
せ
ら
れ
て
ゐ
る
白
で
あ
る
が
、
印
紙
牧
入
白
中
忙
登
録
税
、
印
紙
税
等

が
包
含
せ
鳴
ら
れ
、
官
業
及
官
有
財
産
牧
入
の
中
に
租
税
巨
準
や
ベ
き
専
寅
局
益
金
が
存
し
て
ゐ
る
。
更
に
一
般
曾
計
歳
入
臨
時
部
に

も
臨
時
利
得
税
と
特
別
法
人
税
と
が
あ
り
、
地
方
分
奥
税
分
奥
金
特
別
合
計
歳
入
に
も
還
付
税
分
興
金
D
財
源
た
る
租
設
が
含
ま
れ

て
ゐ
る
。
此
等
の
闘
税
を
全
部
合
計
す
る
と
次
の
数
字
を
得
る
の
で
あ
Z
。
(
草
位
千
圃
}

¥

所

得

積

一

法

人

穂

町
営
利
子
特
別
積

↓
外
貨
債
特
別
穂

相

続

積

ア

建

築

勧

て

鎖

直

積

酒

積

清

涼

飲

料

積

官

糖

消

費

枕

積

物

消

費

積

揮

殻

抽

積

物

品

積

( 
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第
五
十
七
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王
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場
r 

ニ
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一
八
O
、
一
ニ
ニ
一

丸ニ
O
、
二
一
二
U

七
、
六
O
九

一
一
一
、
占
三
七

八
五
、
六
凡
二

回
、
凡
四
三

七
‘
九
一
一
一
一

七
二
九
、
丸
一
九

一
一
一
、
七
四
一

一
八
五
、
七
一
一
一
六

一
五
四
、
四
五
六

一
、
七
二
五

五
九
一
号
五
五
O

傍

観
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可



噌

曲

国
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第
五
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観
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遊
興
飲
食
油
大
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三
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一
一
一

取

引

所

積

三

一
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=

一

凶

一

有

倒

置

券

事

韓

積

回

、

五

一

七

掴

行

宿

六

五

、

五

丸

五

入

場

積

七

O
、
丸
四
O

電

気

五

期

積

一

回

、

一

一

四

人

庚

告

枕

六

、

八

四

二

局

穿

積

二

五

、

=

一

九

八

特

別

行

鵠

積

六

五

、

六

二

七

闘

説

、

四

五

、

=

一

回

凡

/

噛

続

四

八

七

印
紙
杭
入
目
一
部
ー
一

O
回
、
九
九
=
一
:
印
紙
収
入
目
=
一
分
の
こ
を
租
軸
杭
入
と
概
定

官
業
及
官
有
財
産
枇
入
の
一
部
丸
四
回
、

G
七
回
(
専
頁
局
盆
壷
)

J

『

臨

時

利

得

積

一、

E
ニ
九
、
凡
二
四
ん

戸

特

別

法

人

種

常

部

時

部

l粗

業屋

積

一
、
五
一
七
、
五
八

三
、
コ
四

積積租

二
五
、
六
六
O

三
回
、
六
=
一
丸

一O
丸、

O
宜
三

億
六
千
四
百
三
十
八
寓
闘
が
残
る
。

以
上
杢
部
を
合
計
す
る
と
図
税
総
額
は
八
十
八
億
八
百
四
十
六
寓
固
と
た
り
、
そ
の
中
か
ら
専
寅
局
盆
金
を
控
除
す
る
ム
」
七
十
八

-
次
に
地
方
税
で
あ
る
が
昭
和
十
七
年
度
の
道
府
照
市
町
村
白
旗
算
で
は
十
一
億
五
千
六
百
十
七
高
固
を
計
上
し
て
ゐ
る
。
昭
和
十

八
年
度
の
園
税
と
昭
和
十
七
年
度
白
地
方
税
と
を
合
す
る
と
九
十
九
億
六
千
凶
百
六
十
三
寓
闘
の

E
額
に
上
る
が
、
そ
の
中
か
ら
地

方
分
興
税
(
昭
和
十
七
年
度
は
四
億
三
千
二
百
五
十
寓
園
、
昭
和
十
八
年
度
は
六
億
八
千
丸
百
寓
圃
)
を
控
除
す
る
と
斧
引
曹
丸
十
五
億
三
千
二



百
十
一
一
一
高
園
の
数
字
を
得
る
白
で
あ
る
。
国
税
地
方
税
を
遁
巳
て
約
九
十
五
億
闇
見
営
と
友
る
。

昭
和
十
九
年
度
の
増
税
課
定
額
を
二
十
億
園
と
稀
し
二
十
五
億
岡
と
唱
へ
て
ゐ
る
。
も
し
我
闘
民
の
租
税
負
捨
を
百
億
園
と
概
算

す
れ
ば
ぇ
二
割
乃
至
二
割
瓦
分
の
増
税
と
た
る
。
全
憶
と
し
て
二
割
乃
至
二
割
五
分
の
増
税
と
た
る
の
で
あ
る
が
、
増
税
が
専
ら
図

説
に
う
い
て
行
は
れ
る
と
す
る
と
闘
税
に
於
付
る
増
税
の
比
率
低
一
一
割
乃
至
三
割
五
分
上
り
櫓
加
せ
ざ
る
を
得
た
い
。
又
す
べ
て
白

租
税
を
寓
週
た
く
一
牽
に
増
す
の
で
た
〈
特
定
の
税
の
税
率
を
特
に
多
〈
増
ナ
の
で
あ
る
と
、
増
税
白
比
率
に
於
て
各
種
の
税
k
っ

雪
種
々
の
鑓
動
が
生
中
る
の
で
あ
る
。

昭
和
十
六
年
の
増
税
は
間
接
税
中
心
陀
行
は
れ
、
昭
和
十
七
年
の
増
設
は
直
接
税
中
心
に
行
は
れ
、
昭
和
十
八
年
の
増
税
は
間
接

夜
中
心
に
行
は
れ
た
か
ら
‘
昭
和
十
九
年
の
増
税
は
直
接
税
中
心
比
行
は
れ
る
も
白
と
期
待
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
我
が
闘
税
比
於
て
直

接
税
が
占
め
る
部
分
が
極
め
て
大
友
る
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
賠
か
色
見
一
て
も
増
税
白
重
心
が
直
接
税
K
置
か
れ
て
ゐ
る
と
と
は
営
然

で
あ
ら
う
。
然
し
二
十
億
闘
を
超
ゆ
る
増
税
主
耳
ふ
と
我
闘
財
政
陀
於
て
は
未
曾
有
の
金
額
で
あ
る
か
ら
可
た
り
大
規
模
に
行
は
れ

ね
ば
た
ら
由
。
車
に
直
接
税
の
み
た
ら
や
間
接
税
に
も
増
税
h
k
及
ぼ
し
直
接
税
間
接
税
白
聞
に
調
整
が
と
ち
れ
る
己
と
が
必
要
と
友
一

る。じ
て現
負行
捲の
の租
均税
街制
を度
闘は
る 日召
己辛口
正十
」五

Ft 
S墜
増 iヒ

せ台H
b ら

歯 E
ぞ読
iE盟
主トE
Z 立

高脚
あレ

て
る

わ税 勺
iM '~ 
E 
樹昭
1E1F日

十
す

五る
年

E 
rD 

と税
--， !IilJ 
経改
桝 IE
諸は
政「
策中
と央
の地
調方
和を
を遇

間
る
と
と
」
「
税
制
の
簡
易
化
を
岡
る
と
と
」
白
阿
目
標
に
上
っ
て
行
は
れ
、

亡
の
目
棋
は
今
日
に
於
て
も
受
営
す
る
白
で
あ
る
。

昭
和
十
五
年
は
支
那
事
襲
D
最
中
で
あ
っ
た
が
今
日
に
ぐ
ら
べ
る
ム
」
経
済
界
は
鑓
動
の
少
い
欣
態
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
中
央
地
方

を
遇
じ
て
負
搭
白
均
衡
を
闘
る
と
と
」
に
主
力
を
つ
〈
じ
園
税
制
度
十
と
共
に
地
方
税
制
度
の
改
正
を
行
ひ
地
方
分
興
税
分
輿
金
制
度

問

題

場

勧

第
五
十
七
器

豆、一五

，r
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晴

碕

阿

題

¥ 

第
五
十
七
巻

豆
一
六

第
六
腕

の
確
立
が
重
要
題
目
で
あ
っ
た
。
然
し
大
東
亜
戦
争
が
昭
和
十
六
年
に
勃
愛
し
引
積
雪
締
カ
戦
段
階
に
入
れ
る
現
欣
に
於
て
は
昭
和

十
五
年
目
税
制
改
E
D
日
棋
を
そ
の
ま
h

に
誼
用
ず
る
E
と
が
肉
来
た
い
。
決
戦
態
勢
強
化
の
た
め
に
企
業
を
整
備
し
弊
務
を
配
置

し
到
る
断
で
経
済
界
の
切
り
替
一
ー
が
行
は
れ
、
加
ふ
る
に
図
家
預
算
白
地
大
た
る
支
出
あ
り
従
来
の
所
得
の
分
布
赦
態
は
棺
首
に
餐

っ
て
ゐ
る
。
更
に
税
務
行
政
を
見
る
に
充
分
自
入
手
を
用
ゆ
る
を
得
中
増
税
に
つ
い
て
も
安
定
時
の
方
訟
を
誼
用
ず
る
を
得
友
〈
友

っ
た
。
水
も
洩
ら
さ
む
行
届
い
た
調
査
を
恭
礎
と
し
て
負
捨
白
公
平
を
は
か
る
己
と
は
困
難
で
あ
る
。
現
末
白
黙
に
ま
で
負
捨
白
公

平
者
強
調
す
る
よ
り
も
寧
ろ
大
局
的
見
地
に
立
ち
賀
行
向
来
る
方
面
に
負
強
白
公
平
を
期
待
せ
か
ぽ
友
ら
ね
。

廿
唱
に
「
経
済
諸
政
策
と
の
調
和
を
岡
Z

E
と
」
と
「
税
制
の
簡
易
化
を
園
る
E
と
」
と
が
増
税
の
中
心
問
題
と
在
っ
て
来
た
。
経

済
諸
政
策
と
の
調
和
を
は
か
る
た
め
に
は
各
種
の
立
法
が
設
け
ら
れ
閣
時
租
税
措
置
法
の
如
昔
専
ら
共
の
目
的
で
定
め
ち
れ
た
も
の

で
あ
る
。
然
し
増
税
に
つ
き
経
済
諸
政
策
と
最
も
闘
係
の
深
い
も
白
は
仰
と
云
っ
て
も
浮
動
購
回
世
力
の
吸
収
で
あ
ら
う
。

dv 

第

浮
動
購
買
力
の
吸
牧

昭
和
十
八
年
度
D

一
般
合
計
抽
出
算
と
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
抽
出
算
と
白
純
計
は
第
八
十
三
向
帝
閣
議
曾
ま
で
の
所
で
は
=
一
百
六
十

七
億
闘
と
計
上
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
D
大
部
分
二
百
七
十
億
闘
は
臨
時
軍
事
費
特
別
舎
計
に
岡
崎
し
鳩
経
費
の
七
割
四
分
配
占
め
て

ゐ
る
。
従
つ
で
増
税
額
の
決
定
に
営
つ
で
も
昭
和
十
九
年
度
に
支
出
せ
ら
る
べ
雪
臨
時
軍
事
費
特
別
舎
計
の
遁
加
抽
出
算
の
令
一
矧
郁
重

要
在
る
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
は
金
額
が
大
友
る
の
み
な
ら
や
曾
計
年
度
の
拘
束
を
受
〈
予
と
と
歩
く

、

且
つ
前
会
挽
概
算
出
肺
の
方
法
で
す
(
同
せ
ら
れ
る
場
合
が
相
営
に
あ
り
、

そ
の
支
出
は
遇
貨
の
方
面
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で

一ノ

あ
る
。
故
に
浮
動
購
買
力
の
吸
牧
に
営
つ
で
も
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
が
財
界
に
撒
布
し
た
支
出
の
行
〈
方
を
見
守
る
と
会
に
霊
瓢



を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
れ
増
税
の
方
向
が
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
の
支
出
に
基
〈
浮
動
隣
買
力
の
吸
牧
に
進
む
ぺ
き
理
由
で
あ
る
。

我
困
の
租
税
収
入
の
第
一
位
を
占
め
て
ゐ
る
も
の
は
所
得
税
で
あ
り
一
、
所
得
税
の
中
植
を
た
す
も
の
は
分
類
所
得
税
で
あ
る
ロ
昭

和
十
五
年
の
税
制
改
E
の
目
標
た
呂
「
収
入
の
増
加
を
岡
る
と
共
陀
聴
力
性
あ
る
税
制
を
樹
止
す
る
と
と
し
も
分
類
所
得
税
に
多
〈

を
期
待
し
て
ゐ
た
り
で
あ
る
。
入
手
の
足
り
た
い
時
に
多
額
の
浮
動
購
買
力
を
吸
牧
ず
る
の
に
は
複
雑
友
る
税
法
を
工
夫
す
る
よ
り

も
簡
明
直
裁
に
多
額
の
恥
入
を
も
た
ら
す
方
面
に
増
税
を
行
は
ね
ば
友
ら
ね
。
認
忙
分
類
所
得
税
白
税
率
を
引
上
げ
る
と
か
免
税
規

定
を
改
正
す
る
と
か
に
よ
っ
て
増
視
を
は
か
る
と
と
が
問
題
と
た
る
c

税
率
の
引

1

上
ザ
の
み
行
ひ
菟
税
規
定
の
改
正
を
行
は
た
い

と
、
納
税
ず
る
人
同
士
の
負
捨
の
公
平
は
保
た
れ
る
に
し
て
も
、
納
税
す
る
人
と
納
税
し
友
い
人
と
の
聞
の
負
櫓
白
不
公
平
は
い
よ

い
よ
茜
だ
し
〈
取
る
の
で
あ
る
。
昭
和
十
九
年
の
増
設
に
は
各
種
の
構
想
が
考
へ
ら
れ
る
が
、
分
類
所
得
税
の
増
税
に
至
つ
て
は
誰

し
も
意
見
の
一
致
す
る
附
で
あ
る
。

浮
動
購
買
力
吸
収
の
第
二
の
手
段
と
し
て
流
遇
税
K
よ
る
方
法
が
あ
る
。
流
租
税
系
統
の
租
税
は
支
那
事
務
勃
裂
前
の
昭
和
十
」

年
度
に
は
僅
か
に
取
引
所
取
引
税
、
明
税
、
印
紙
税
、
百
円
凡
録
訟
の
四
つ
を
敷
へ
る
に
過
ぎ
&
た
か
っ
た
が
、
昭
和
十
八
年
度
比
は
建
築

税
、
有
償
韓
凶
器
移
柏
崎
税
、
物
品
税
、
電
気
瓦
斯
税
λ
廃
合
税
、
馬
券
税
、
通
行
税
、
特
別
行
鶏
税
の
八
つ
が
加
は
り
卜
二
の
多
き
に

蓮
し
、
そ
れ
ぞ
れ
白
立
揚
よ
り
課
税
し
て
ゐ
Z
c
流
通
続
中
で
金
額
白
目
曜
も
大
た
る
物
品
税
に
つ
い
て
見
る
に
、
第
一
種
の
小
寅
謀

者
課
税
と
第
二
種
、
第
=
一
種
目
製
遣
業
者
課
税
と
に
分
れ
税
率
に
し
て
も
第
一
種
を
印
、
乙
、
丙
に
三
分
し
、
第
二
種
を
甲
、
乙
、

丙
、
丁
陀
四
分
し
各
々
異
る
税
率
を
趨
用
し
て
ゐ
る
。
最
一
初
は
北
支
事
件
特
別
税
訟
の
物
品
特
別
税
よ
り
問
脅
し
著
修
口
同
課
税
の
趣

旨
で
あ
っ
た
が
、
共
後
支
那
事
援
特
別
税
法
の
物
品
特
別
視
と
た
り
更
は
狗
立

L
て
物
品
税
と
た
り
今
日
で
は
日
常
口
問
課
税
陀
及
ん

で
ゐ
る
。
此
等
各
種
の
流
通
税
白
整
理
統
合
を
は
か
り
以
て
弾
力
性
あ
る
租
税
に
士
と
め
以
て
浮
動
購
買
力
主
吸
収
す
る
目
的
在
意

第
五
十
七
巻

噴

輯

問

題

五

七

第
六
続

、



靖

輯

問

題

婦
五
十
七
巻

五-
J、

策
プミ
競

回

ず
べ
き
で
あ
る
e

調
逸
、
伊
太
利
。
流
遇
税
白
例
は
周
知
の
事
貨
で
あ
る
が
、
分
類
所
得
税
白
み
を
中
心
と
し
て
ゐ
た
英
岡
が
財
政

に
行
詰
士
り
を
生
巳
仕
入
税
を
新
た
に
採
用
し
た
る
が
如
昔
流
通
税
の
帰
来
性
主
教
ゆ
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
事
情
が
あ
る
か
ら

我
聞
に
於
て
今
俄
か
忙
此
の
方
向
忙
進
む
己
と
は
問
来
た
い
か
も
知
れ
血
が
、
昭
和
十
丸
年
度
の
増
税
に
営
つ
で
も
流
通
税
を
帰
来

に
靖
養
す
る
と
云
ム
含
み
を
も
っ
て
問
題
を
進
め
て
行
か
ね
ば
た
ら
ね
。

浮
動
購
買
力
吸
収
の
第
三
築
と
し
て
図
民
税
が
事
げ
ら
れ
る
。
決
戦
態
勢
下
陀
国
民
を
し
て
例
外
た
く
其
の
能
力
に
照
じ
て
直
接

税
宇
普
遍
的
に
負
捲
せ
し
め
ん
と
ず
る
白
で
怠
る
。
趣
旨
は
何
人
も
異
論
の
-
泣
い
所
で
あ
る
が
具
瞳
案
と
た
る
と
問
題
が
残
る
。

「
能
力
陀
熔
じ
て
普
遍
的
に
」
と
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
「
能
力
に
耀
じ
」
を
貫
踊
す
る
と
所
得
D
大
小
陀
比
例
し
て
課
税
す
る
結
果
と

た
り
要
す
る
に
分
類
所
得
税
の
機
張
で
あ
る
。
「
能
力
に
膝
じ
て
普
遍
的
陀
」
の
「
普
遍
的
に
」
の
方
を
重
要
に
考
へ
る
と
人
頭
税

の
色
彩
濃
〈
市
町
村
民
税
に
類
似
し
た
も
の
と
た
る
o

E

白
雨
者
を
雨
倒
端
と
し
℃
中
間
に
各
種
の
岡
民
税
を
考
へ
る
と
と
が
出
来

る
。
経
済
聯
盟
が
提
案
し
て
ゐ
る
「
愛
闘
税
」
左
る
も
り
は
前
者
民
局
し
個
人
の
所
得
に
比
例
し
て
課
税
す
る
も
の
で
あ
っ
て
分
類

所
得
税
白
撰
践
で
あ
る
。
相
営
の
牧
入
を
あ
げ
る
と
と
が
出
来
る
が
分
類
所
得
枕

2
申
お
世
に
止
ま
る
と
云
ム
快
賄
を
も
っ
て
ゐ
る
。

閲
民
税
を
人
頭
税
式
に
す
る
正
市
町
村
民
税
ム
」
同
様
に
普
遍
的
の
長
所
在
有
し
て
ゐ
る
が
、
多
額
の
牧
入
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
と

負
捨
の
不
公
平
を
き
た
f
虞
が
あ
る
。
園
民
税
と
し
て
は
精
神
的
妓
川
市
を
あ
げ
る
己
と
は
勿
論
必
要
で
あ
る
が
、
租
税
で
あ
る
以
上

は
増
牧
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
由
。
然
ら
ぽ
岡
氏
税
は
分
類
所
得
税
と
市
町
村
民
税
と
に
分
化
す
ペ
己
満
立
の
存
在
理

由
が
な
い
か
左
云
ふ
に
、
そ
う
で
友
い
。
沓
税
の
車
友
る
増
率
で
あ
る
と
納
税
す
る
人
と
納
税
し
注
い
人
と
の
問
の
負
婚
の
不
均
衡

を
解
決
す
る
と
と
が
出
来
な
い
。
昭
和
十
五
年
に
税
制
改
正
が
あ
っ
て
以
来
、
経
桝
諸
政
策
と
の
調
和
を
は
か
る
必
要
か
ら
、
所
得

の
質
と
所
得
の
量
冒
と
に
某
骨
各
種
白
租
税
減
免
規
定
を
置
き
負
携
関
係
が
極
め
て
複
雑
に
在
っ
て
ゐ
る
の
が
現
欣
で
あ
る
。
か
く
て



所
得
D
質
と
量
と
に
わ
た
り
課
税
と
非
課
税
と
の
聞
に
相
営
の
不
均
衡
を
も
た
ら
し
て
ゐ
る
が
屯
今
度
の
増
税
に
よ
り
共
の
差
が
一

居
甚
だ
し
〈
友
る
践
が
あ
る
。
弟
、
忙
戦
時
特
別
税
と
も
一
エ
ふ
べ
き
大
把
み
の
図
民
税
を
視
す
己
と
忙
よ
っ
て
陛
擦
少
〈
浮
動
購
買
力

を
庚
く
吸
収
す
る
己
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

浮
動
購
買
力
主
吸
牧
す
る
以
上
は
分
類
所
得
税
で
あ
れ
流
通
殺
で
あ
れ
岡
氏
殺
で
あ
れ
、
-
少
数
人
に
重
い
税
率
を
課
す
る
の
で
な

〈
、
軽
い
税
率
を
普
遍
的
に
行
き
'
わ
た
ら
せ
云
は
ぽ
裁
で

E
た
す
課
で
あ
る
。
然

ι数
で
と
た
す
と
一
吉
ム
以
上
は
人
千
白
か
h
る
時

に
如
何
に
も
賀
行
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
介
類
所
得
税
、
図
民
税
に
於
て
は
源
泉
課
税
の
方
法
を
と
る
占
か
、
物
品
税
で
は
小
質
業

費
課
税
よ
り
も
製
強
業
者
課
税
の
方
法
を
と
る
と
か
し
て
税
制
の
簡
易
化
に
つ
と
め
ね
ば
た
ら
ね
。

¥ 

第
四

貸
付
資
本
利
子
に
識
す
る
諜
枕

経
済
諸
政
策
と
の
調
和
に
つ
い
て
特
陀
重
要
た
白
は
貸
付
資
本
利
子
陀
封
ず
る
課
税
で
あ
っ
て
租
税
政
策
と
金
融
政
策
と
を
結
ぷ

徴
妙
左
る
黙
で
あ
る
ロ
思
ふ
忙
最
近
我
国
財
政
の
財
源

2
申
一
一
安
在
る
も
の
は
第
二
仏
新
規
公
債
の
護
行
で
あ
り
第
二
は
、
租
税
で
あ

る
。
新
規
公
債
の
務
行
方
法
は
日
本
銀
行
引
受
ー
と
大
蔵
省
預
金
部
引
受
と
が
大
部
分
を
占
め
郵
便
局
質
問
は
脇
め
て
少
額
で
あ
る
。

大
藤
省
預
金
部
の
資
金
の
大
部
分
は
郵
便
貯
金
で
あ
る
し
か
ら
、
大
曲
州
省
預
金
部
引
受
は
郵
便
貯
金
の
増
加
に
ま
た
ね
ば
た
ら
む
。
叉

日
本
銀
行
引
受
公
債
は
銀
行
共
他
白
金
融
機
関
の
手
に
渡
り
銀
行
共
他
の
金
融
機
関
は
共
の
資
金
主
預
貯
金
に
仰
が
血
ば
た
ら
む
。

結
局
、
会
債
財
源
は
演
貯
金
に
ま
つ

E
と
と
怠
る
。
己
う
考
へ
る
と
租
税
と
預
貯
金
と
は
我
図
財
政
在
四
百
む
上
に
於
て
密
接
た
る
聞

係
主
有
し
て
ゐ
る
。
誌
に
貸
付
資
本
利
子
に
封
す
る
課
税
、
特
に
預
貯
金
利
子
に
射
す
る
課
税
の
問
題
が
財
政
上
金
融
上
い
づ
れ
に

も
重
要
と
た
っ
て
く
る
。

場

揖

問

題

第
五
十
七
巻

五

ブb

第
六
雄

五



， 

場

続

問

題

k
F
玉
占
有
事
巷

五

O 

雌
静
六
腕

占

ノ、

預
貯
金
利
子
は
貸
付
安
本
利
子
白
中
心
を
た
し
て
ゐ
る
か
ら
貸
付
資
本
利
子
陀
謝
す
る
課
税
の
問
題
を
歴
史
的
に
考
察
し
た
い
。

貸
付
資
木
利
子
に
謝
す
る
課
税
は
明
治
二
十
年
に
所
得
税
法
が
始
め
て
制
定
せ
ら
れ
た
営
時
は
問
題
と
た
ら
宇
他
の
所
得
忙
謝
す
る

課
税
と
同
絞
に
考
へ
ら
れ
て
ぬ
た
。
漸
〈
明
拾
三
十
ご
年
に
至
り
第
二
穣
所
得
と
し
て
公
債
紅
債
の
刺
子
を
取
州
し
特
別
陀
課
税
す

る
と
と
と
し
た
。
明
治
三
十
八
年
民
「
闘
債
設
朱
為
貯
蓄
債
務
の
利
子
忙
劃
す
る
所
得
税
免
除
白
件
」
の
品
目
俸
を
定
め
「
軍
備
補
充
/

の
震
及
臨
時
事
件
費
支
緋
の
鋳
、
明
治
-
一
一
十
七
年
以
降
政
府
の
遊
行
す
る
闘
債
誇
裁
の
利
子
及
貯
蓄
債
雰
法
に
止
め
強
行
す
る
貯
蓄

債
雰
の
利
モ
」
に
劃
し
て
は
第
二
種
所
得
の
課
税
よ
り
除
〈
乙
と
と
し
た
。
更
に
明
治
四
十
二
年
に
「
闘
償
白
利
子
所
得
税
売
除
の

件
」
を
定
め
成
く
「
困
債
の
利
子
」
陀
つ
い
て
は
第
二
種
所
得
の
課
税
を
発
除

L
た
の
で
あ
る
。
大
正
九
年
に
至
り
第
三
種
所
得
に

従
来
の
(
イ
Y
公
伏
(
す
債
)
の
利
子
(
ロ
)
枇
債
の
利
子
白
外
に
(
ハ
)
銀
行
定
期
預
金
叉
は
定
期
預
金
白
世
.
質
を
有
す
る
銀
行

預
金
の
利
子
を
加
へ
、
他
の
所
得
と
異
る
課
税
方
法
を
と
っ
た
。
大
E
十
二
年
に
は
、
従
来
の
銀
行
定
期
預
金
の
み
を
第
三
種
所
得

と
し
て
課
税
し
た
D
を
改
め
て
総
て
の
銀
行
羽
金
を
第
二
種
所
得
と
し
て
課
税
す
る
と
と
と
し
た
。
叉
従
来
第
一
一
-
種
所
得
と
し
て
課

税
し
た
貸
付
信
託
白
利
読
を
第
二
種
所
得
と
し
て
課
税
f
る
と
と
に
改
め
た
。
結
局
、
大
正
子
二
年
よ
り
第
三
種
所
得
に
は

(
イ
)

(
三
位
債
銀
行
預
金
の
利
子
貸
付
信
託
白
利
益
が
含
ま
れ
る
と
と
に
・
た
っ
た
の
で
あ
る
。
犬
疋
十
五
年
に

は
資
本
利
子
視
が
設
け
ら
れ
、
会
債
祉
債
産
業
債
祭
若
は
銀
行
預
金
の
利
子
又
は
貸
付
信
託
の
利
益
忙
封
し
で
は
第
二
種
所
得
白
課

会
償
(
地
方
債
)
の
利
子

税
と
併
せ
て
資
本
利
子
税
を
課
税
す
る
己
と
と
し
た
。
昭
和
十
二
年
に
至
り
「
園
貴
利
子
及
貯
蓄
債
雰
利
子
に
封
ず
る
所
得
税
兎
除

J
引

の
法
律
」
を
廃
止
し
た
。
昭
和
十
二
年
D

北
支
事
件
特
別
税
法
に
つ
づ
い
て
昭
和
十
三
年
目
支
那
事
鑓
特
別
枕
法
が
定
め
ら
れ
、

第
二
種
所
得
を
図
債
利
子
、
地
方
債
利
子
、
社
債
利
子
、
銀
行
預
金
の
利
子
及
貸
付
信
託
の
利
盆
に
分
ち
各
々
具
る
枕
李
を
設
け
更

に
利
子
の
大
小
に
止
り
異
る
稔
率
を
誼
用
し
て
ゐ
る
。
資
本
利
子
税
の
併
謀
ぜ
ら
れ
る
E
と
は
同
様
で
あ
る
。
明
治
三
十
二
年
の
第



一
一
種
所
得
が
会
債
祉
債
D
利
子
氏
限
ら
れ
一
本
の
比
例
税
率
で
あ
っ
た
D

K
比
す
る
と
、
昭
和
十
三
年
以
後
の
第
二
種
所
得
は
範
閏

‘

，

，

 

K
於
て
噴
大
し
税
率
に
於
て
複
雑
し
て
来
た
。

昭
和
十
五
年
の
税
制
改
直
に
よ
り
資
本
利
子
税
が
駿
止
せ
ら
れ
、
貸
付
費
本
利
子
に
は
所
得
税
の
み
が
課
せ
ら
れ
る
E
と
と
在
つ

た
。
帥
ち
分
類
所
得
税
の
配
営
利
子
所
得
の
一
部
と
し
て

イ
)
図
伎
の
利
子

(
ロ
)
図
債
以
外
の
公
債
(
地
方
債
)
の
利
子

( 

ノ、

) 

枇
債
の
利
子
、
銀
行
頭
金
唱
利
子
、
合
同
運
用
信
託
伯
利
益

を
適
用
し
て
ゐ
る
。
更
陀
綜
合
所
得
税
と
じ
て
此
等
の
貸
付
資
本
利
子
の
六
割
を
他
の
所
得
と
合
算
し
て
累
誰
税
率
を
課
f
る
か
又

(
ユ
)
銀
行
貯
蓄
預
金
、
産
業
組
合
貯
金
等
の
利
子
巨
つ
曹
臭
る
税
率

は
源
泉
課
税
の
比
例
税
率
を
課
す
る
か
の
選
探
を
許
し
て
ゐ
る
。
現
行
税
法
に
於
て
は
所
得
五
高
闘
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
下
は
綜

合
課
税
を
受
け
る
方
が
利
廻
よ
く
、
五
高
園
以
上
は
此
白
源
泉
課
税
を
受
け
る
方
が
利
廻
が
よ
く
た
る
。
倫
限
郵
便
貯
金
の
利
子
、

元
本
五
千
園
を
超
え
な
い
銀
行
貯
蓄
預
金
の
利
子
、
岡
氏
貯
蓄
組
合
の
斡
旋
に
よ
る
一
定
の
貯
蓄
に
し
て
元
本
七
千
闘
を
超
え
在
い

預
金
の
利
子
等
に
叫
制
し
て
は
免
税
し
、
支
那
事
鑓
特
別
税
法
中
の
公
債
及
枇
低
利
子
特
別
税
上
り
袈
還
し
た
配
営
利
子
特
別
税
に
よ

り
高
利
の
貸
付
資
本
利
子
に
重
課
し
て
ゐ
る
。
更
に
昭
和
十
七
年
に
は
臨
時
租
税
措
置
法
の
改
正
を
行
ひ
朔
附
の
長
短
に
膝
巳
税
率

を
加
減
し
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
貸
付
資
本
利
子
の
税
引
利
姐
は
表
而
刺
抱
と
は
飴
程
同
盟
う
た
も
の
と
在
っ
て
ゐ
る
。

一
方
、
公
偵
の
間
接
消
化
を
立
前
と
し
て
ゐ
る
関
係
上
か
ら
し
て
我
が
戦
時
財
政
は
貯
蓄
の
方
面
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
排
ひ
、
現

に
普
通
銀
行
白
取
扱
っ
て
ゐ
る
預
貯
金
だ
け
で
も
突
の
十
数
種
の
多
量
に
上
っ
て
ゐ
る
。

首
座
預
金
、
特
別
賞
座
預
金
、
通
知
預
金
、
定
期
預
金
、
別
段
預
金
、
普
通
貯
金
、
品
戒
管
据
回
目
貯
金
、
闘
民
貯
蓄
組
合
(
特
別
箇

陪
預
金
、
普
誼
貯
金
、
集
替
据
世
貯
金
、
定
期
預
金
、
据
置
貯
金
い
納
税
準
備
預
金
、
園
償
貯
金
、
特
殊
預
金

E
れ
は
普
通
銀
行
の
扱
っ
て
ゐ
る
分
だ
け
で
あ
づ
て
共
他
に
各
種
の
銀
行
貯
蓄
預
金
、
郵
便
貯
金
、
合
同
運
用
信
託
が
あ
る
。

L

¥
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此
等
白
事
貫
主
綜
合
す
る
と
、
貸
付
資
本
利
子
の
税
引
利
廻
た
る
も
の
は
、
諮
券
の
種
類
と
預
貯
金
の
種
類
に
よ
っ
て
異
り
貸
付

期
閣
の
長
短
比
よ
り
具
り
吏
陀
配
営
利
子
受
領
者
白
所
得
の
金
額
及
び
所
得
D
構
成
陀
よ
り
鑓
動
を
受
け
て
ゐ
る
。

各
種
配
常
利
子
の
表
面
利
廻
を
株
式
五
・
五
%
、
枇
偵
四
ニ
ニ
%
、
内
幽
債
三
・
六
五
七
%
‘
銀
行
定
期
預
金
=
一
二
二
%
、
郵
便
普

遇
貯
金
二
・
七
六
%
止
す
る
。
分
類
所
得
税
の
税
引
利
廻
は
株
式
四
・
七
五
七
%
、
枇
債
三
・
六
三
三
%
、
閣
僚
三
・
三
三
五
%
、

銀
行
定
期
調
金
二
・
八

O
五
%
、
郵
使
普
通
貯
金
二
・
七
六
%
と
紅
り
、
更
に
所
得
五
高
閣
を
超
過
し
た
揚
合
の
税
引
利
砲
は
株
式

一
一
・
四
四
七
%
、
枇
債
二
・
五
八
%
、
閥
債
二
・
問
問
二
%
、
銀
行
定
期
頭
金

表
面
利
廻
は
株
式
五
・
五
%
忙
し
て
郵
便
普
通
貯
金
二
・
七
六
%
よ
り
大
で
あ
る
り
に
所
得
乱
高
閣
を
超
過
し
た
揚
合
の
税
引
利
廻

了
九
八
%
、
郵
便
普
通
貯
金
二
・
七
六
%
と
在
る

D

は
株
式
二
・
阿
阿
七
%
、
郵
便
普
通
貯
金
二
・
七
六
%
と
紅
り
逆
鞘
を
示
す
D
で
あ
る
。

貸
付
費
本
利
子
の
税
引
利
廻
、
特
に
そ
の
中
心
を
な
す
預
貯
金
白
利
子
の
税
引
利
廻
が
複
雑
を
極
め
て
ゐ
る
己
と
は
前
過
の
如
く

で
あ
る
が
一
一
燃
は
現
欣
で
財
政
と
金
融
と
の
調
和
を
保
う
て
ゐ
る
白
で
あ
る
。
然
る
に
今
度
の
増
税
が
分
類
所
得
税
に
つ
い
て
行
は

れ
る
と
す
る
と
此
の
方
面
に
異
鑓
あ
る
を
売
れ
左
い
。
経
済
諸
政
策
と
増
税
と
の
調
和
に
つ
き
種
々
の
問
題
が
あ
る
が
、
預
貯
金
利

子
の
増
税
の
問
題
が
最
も
軍
要
注
る
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
解
決
は
租
税
方
商
の
み
で
は
困
難
で
あ
り
、
必
や
'
や
預
貯
余
聞
の

金
利
水
準
の
調
整
に
ま
た
ね
ぽ
な
ち
ぬ
。
即
ち
第
一
は
預
貯
金
の
種
類
を
忠
び
切
っ
て
整
理
し
て
簡
素
化
す
る
と
と
で
あ
り
、
第
二

は
複
雑
左
る
税
率
を
車
純
化
し
税
引
利
廻
を
簡
単
明
瞭
陀
ず
る
と
と
で
あ
る
。
浮
動
購
買
力
白
吸
枚
。
際
陀
燭
れ
た
園
民
師
向
。
創
設

も
内
容
如
何
に
占
つ
て
は
本
問
題
白
解
決
に
相
営
に
力
あ
る
も
の
と
信
巳
て
ゐ
る
。

第
五

増
税
の
中
心
問
題



以
上
は
専
ら
園
税
を
中
心
と
し
て
増
税
問
題
を
扱
っ
た
の
で
あ
る
が
二
十
億
国
以
上
の
増
税
を
行
ム
の
で
あ
る
と
地
方
財
政
と
D

関
連
を
も
考
〈
ね
ば
た
ら
ぬ
。
昭
和
十
五
年
白
中
央
地
方
に
通
や
る
税
制
の
根
本
的
改
正
の
結
果
と
し
て
還
付
税
配
付
税
を
含
む
地

方
介
輿
税
八
月
興
金
制
度
を
確
立

ι負
擦
の
均
衡
を
中
ノ
央
地
方
に
通
じ
之
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
最
近
人
口
疎
開
白
問
題
、
企
業
整
備

の
問
題

F
よ
り
地
方
財
政
の
事
情
が
根
本
的
に
愛
り
還
付
税
配
付
税
制
度
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
ふ
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
増
税

陀
常
つ
で
も
此
の
方
聞
に
特
別
の
注
意
E
梯
は
ね
ば
友
ら
ぬ
。
例
へ
ば
岡
費
地
方
費
の
負
指
函
分
を
明
か
に
す
る
が
如
き
そ
の
一
で

あ
足
。
配
付
税
の
増
額
、
配
付
税
の
八
古
典
方
法
の
改
正
、
市
町
村
民
税
の
制
限
外
課
税
等
の
問
題
も
あ
る
。
更
に
地
方
協
議
舎
の
匝

域
を
地
方
分
興
積
分
興
金
制
度
に
或
程
度
ま
で
取
り
入
れ
る
己
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
従
来
は
分
輿
税
の
分
興
標
準
が
道
府
幌
市
町
村

単
位
で
あ
っ
た
が
、
共
れ
を

一
志
進
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
の
追
加
抽
出
算
が
決
定
L
た
い
以
上
は
増
税
額
を
E
拙
怖
に
抽
措
定
す
る
と
と
は
同
来
設
い
が
、
二
十
億
闘
を
超

ゆ
る
増
税
で
島
る
と
す
る
と
車
忙
直
接
税
の
増
徴
に
止
ま
ら
や
'
増
税
を
間
接
税
に
も
及
ぼ
さ
ね
ば
註
ら
ぬ
。
然
し
何
と
云
つ
で
も
中

心
は
直
接
税
の
増
徴
で
あ
り
、
又
所
得
税
、
臨
時
利
得
税
、

法
人
税
等
直
接
税
の
増
税
の
中
で
も
所
得
税
の
増
税
が
大
部
分
E
占

め
、
特
に
分
類
所
得
税
白
増
税
に
主
力
が
注
が
れ
心
ぽ
注
ら
忠
。
昭
和
十
五
年
の
税
制
改
正
白
目
標
「
中
央
地
方
を
通
じ
て
負
拾
の

均
衡
を
附
る
と
と
」
「
牧
入
D
増
加
を
闘
る
と
共
に
開
力
性
あ
る
税
制
を
樹
立
す
る
己
と
」
「
鰹
桝
諸
政
策
と
の
調
和
主
岡
る
己
正
」

決
戦
態
勢
に
即
隠
し
賓
行
性
に
宮
む
様
に
乙
の
四
目

「
税
制
の
簡
易
化
を
闘
る
と
と
」
は
今
目
で
も
諮
問
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、

棋
白
調
節
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
。
窮
周
た
る
意
味
の
「
負
強
の
均
衡
L

K
柿
は
る
る
と
'
と
た
く
、

を
つ
〈
す
と
共
に
「
預
貯
金
利
子
の
課
税
」
に
も
考
慮
を
排
ひ
大
局
的
見
地
よ
り
「
負
捲
の
均
衡
」
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。

動
購
山
貝
カ
の
吸
牧
ー
に
つ
い
て
は
分
類
所
得
税
の
増
率
に
多
き
を
期
待
す
ベ
曹
で
あ
る
が
、
そ
の
一
外
陀
図
民
税
を
起
す
か
文
は
流
通

修
大
韓

「
浮
動
購
買
力
の
吸
収
」
忙
力浮

帯
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稔
を
整
理
統
合
し
て
一
般
取
引
税
を
創
設
す
る
か
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
「
税
制
白
簡
易
化
を
聞
る
己
と
」
と
「
経
済
諸

政
策
と
白
調
和
を
困
る
己
と
L

が
何
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

昭
和
十
九
年
の
増
税
は
劃
期
的
D
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
が
劃
期
的
は
増
税
に
限
ら
や
我
闘
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
及
ん
で
ゐ
る
。
従

っ
て
昭
和
十
九
年
の
財
政
の
み
を
眼
中
陀
置
く
己
と
泣
く
、
時
世
来
に
財
政
が
膨
脹
し
た
時
に
如
何
た
る
財
源
を
期
待
す
ベ
曹
か
陀
ワ

垂
心
構
へ
を
せ
ね
ば
危
ら
ね
。
種
々
の
考
も
あ
ら
う
が
流
通
税
の
再
編
成
が
共
の
方
面
白
最
も
有
力
た
る
方
法
で
あ
ら
う
。
従
っ
て

昭
和
十
九
年
の
増
税
に
‘
営
つ
で
も
今
目
白
目
前
白
悶
鼠
U
針
策
の
み
に
止
ま
ら
ポ
将
来
の
財
政
白
見
透
し
に
封
し
如
何
在
る
財
源
を

準
備
す
べ
き
か
を
充
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
増
税
は
昭
和
十
九
年
だ
け
で
終
る
も
白
で
た
く
時
局
の
進
展
と
共
に
引
競

昔
行
は
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
設
に
増
税
は
今
日
D
問
題
に
止
ま
ら
や
明
日
白
問
題
で
も
あ
る
と
云
ふ
己
と
を
頭
に
置
い
て
問
題
の

解
決
に
営
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

イ~




